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仕  様  書 

                              警備救難部警備課  

１．件名  

  業務用自動車５台借入（警救部） 

 

２．目的  

業務に使用するため 

 

３．借上台数  

  ５台（別紙「自動車借入一覧表」のとおり） 

 

４．仕様 

  車体の規格は、別紙「自動車借入一覧表」記載の規格に適合するほか、下記項目の 

条件を満たすこと。 

  ① 普通自動車運転免許にて運転できる車両であること。 

  ② 自動車取得税、自動車税、自賠責保険料、自動車重量税、リサイクル料金、納

車にかかる費用（新規登録・車庫証明費用・納車費用）及び納付手続は、本契約

に含むものとする。 

  ③ 車両は、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」に基づく「環

境物品等の調達の推進に関する基本方針」を満たす車両であること。 

  ④ メンテナンス内容 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 使用者の責によらない故障による修理及び本メンテナンスにかかる費用は全て請

負業者負担とし、故障を早急に調査し特定するとともに修理・調整を行うこと。 

 

 

主要項目 項目 備考 

継続車検整備  車検時 

定期点検整備  法定点検 

定期交換等 

 

 

 

 

 

 

一般整備（修理） 

オイル交換及びオイルエレメント交換 

（５，０００Km又は６ヶ月交換） 

タイヤ交換（夏タイヤ⇔冬タイヤ） 

バッテリー交換 

油脂類・消耗部品の交換・補充 

（ワイパーゴム、プラグ等） 

 

タイヤは通常走行摩耗

による交換とパンク修

理含む。 

 

 

 

一般交換等 

 

 

ライト等の球切れ 

タイヤ交換（通常走行磨耗による交換）

・パンク修理 
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⑤ 車体の装備、付属品、塗装、特別仕様等について 

別紙「自動車借入一覧表」のとおりとし、国内法で定める規格及び基準に適合

又は合格していること。 

⑥  中古車も可とする。 

⑦ 燃料は当本部で給油するレギュラーガソリン又は軽油とする。 

⑧ 別紙自動車借入一覧表の車種年式は、異なるものであること。 

⑨ 自動車登録番号は、変更登録により新規のものに変更すること。 

 

５．借入期間等 

  ① 借入期間 令和８年４月１日 から 令和９年３月３１日 

  ② 納車場所 別紙「自動車借入一覧表」のとおりとする。 

 

６．支払条件等 

  支払いは、各月毎に検査職員の検査確認を受けた後、月払いとする。 

 

７．その他 

  ① 本仕様に疑義が生じた場合は担当職員と協議の上、その指示に従うこと。 

  ② 整備等の日程については、各所属部署と協議を行うこと。 

   ③  「第一管区海上保安本部入札・見積者心得」を遵守すること。 



番号 定員 排気量 駆動方式 燃料 共通仕様（装備品・付属品） 特別仕様
冬タイヤ
の有無

スノーワ
イパーの

有無
車体塗色 借入期間

1 7人乗り以上

2000ｃｃ
クラス以上

1Boxタイプ

第一管区海上保安本部
刑事課

2 7人乗り以上

2000ｃｃ
クラス以上

1Boxタイプ

3 7人乗り以上

2.000ｃｃ
クラス以上

1Boxタイプ

4 5人乗り以上

1500CC
クラス以上

SUVタイプ

5 7人乗り以上

2.000ｃｃ
クラス以上

1Boxタイプ

第一管区海上保安本部
警備情報課

4WD

ガソリン
（レギュ
ラー）

又は

軽油

・AT車
・エアコン、ヒーター
・パワーステアリング
・パワーウィンドウ

・ABS
・運転席エアバック
・助手席エアバック

・集中ドアロック
・ETC車載器（セットアップ含む）

・カーナビゲーション
・4ドア以上

・停止表示板
・フロアマット
・工具一式

・後部座席シートベルト
・後部窓スモーク
・バックモニター

・ドライブレコーダー（前方）
・テレビ受像不可

・寒冷地仕様

（メーカーに寒冷地仕様の
設定がない場合を除く）

有 有

黒、白、灰、
シルバー、
濃紺（類似

色可）

R8.4.1 ～
R9.3.31

北海道小樽市港町５－２

（小樽地方合同庁舎６階）

第一管区海上保安本部
国際刑事課

別紙　　自動車借入一覧表

納車場所


